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使 用 収 益 開 始 の手 引 き 
 

～ 仮 換 地 の使 用 にあたり必 要 な手 続 き等 ～ 
 

 

       ※カフェや医療、健康施設が立ち並ぶまちのイメージ 

 

 

 

 

 

 



 

 
１． 使 用 収 益 開 始 とは？   

            

「使用収益開始」とは、道路や宅地造成工事などが完了したこと

で、地権者がその土地を使い、また収益を得ることができるように

なるタイミングのことで、以下がポイントです。 

 

住宅等の建築や

工作物（塀・柵等）を設置する際は、事前に土地区画整理法第 76 条に

基づく申請が必要

 

 

２． 土 地 の管 理 について 
              

使用収益が始まると、土地の管理は地権者本人になります。 

以下のような点に注意して管理をお願いします。 

擁壁を含む

 

 

 

 



 

 

３． 建 物 を建 てるときの注 意 点  
          

１．仮換地の境界の確認 

２．各種問合せ先 

 

☏

☏

☏

☏  

３．無電柱化に伴う宅地内への電気の供給について 

 

  ☏

４ ． 清算 金 の徴 収 又 は交 付 



 

 

５． 今 後 の 流 れ 
 

 

 

 

 

 

 

６． 各 種 手 続 き 

 
 
 
 

 

 


